
委託料 500,000円
【内訳】 消耗器具備品類 279,634円　印刷製本費 18,000円　賃借料 53,460円　業務委託費（ゲート
ボール協会への委託料ほか） 148,906円

備　 考

項 2 老人福祉費 目 1 老人福祉総務費

特定財源の名称・金額

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 1 一般会計 款 3 民生費

  うち繰越分↓
500,000

  うち繰越分↓
 一般財源(e) 500,000

  うち繰越分↓
500,000

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
うち受益者負担

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 その他(d)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a)
  うち繰越分↓

 県支出金(b)
  うち繰越分↓

 地方債(c)
  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

500,000
  うち繰越分↓

0 0 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 500,000
  うち繰越分↓

500,000

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

　事業主体を社会福祉協議会とし、事業運営を委託する。
1.ゲートボール、グランドゴルフ、ペタンク開催
2.趣味講座の開設
　（園芸、手芸、大正琴、民謡、短歌、詩吟、童謡、囲碁将棋、陶芸、カラオケ、舞踊、茶道、華道、書道、水
墨画）

事務事業の成果
結果・実績はどうか

　社会福祉協議会へ委託（500,000円）し事業を行うことで、社会福祉協議会の独自事業とも相まってより
良い成果が得られたと思われる。

ゲートボール、グランドゴルフ、ペタンク、趣味講座（園芸、手芸、大正琴、民謡、短歌、詩吟、童謡、囲碁将
棋、陶芸、カラオケ、舞踊、茶道、華道、書道、水墨画）
合わせて、延べ参加人数 9,492人

特記事項

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

町内に居住するおおむね60歳以上の高齢者 対 象 者 約6,000人

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　ゲートボール、グランドゴルフ、ペタンクをすることによって高齢者相互の交流と親睦を図る。
　また、高齢者を対象に趣味講座を開設し、高揚を養い交流親睦を図ることによって生きがいを高揚させ
る。

事業継続年数 事業開始年度 不明

分野別施策 ４　高齢者支援の充実 所 属 長 森本 志子

主な施策 ３　生きがいづくり・社会参加の促進 電話番号 82-6306

第２次
総合計画体系

政策目標 １　健やかに暮らせるまち 担当部署 福祉課

根拠法令等 老人福祉法第13条

事業実施方法区分

東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 高齢者の生きがいと健康づくり事業 整理番号 1306-036

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


